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一律支給の就職支度金の税務上の取扱い
「雑所得」として源泉徴収が必要

人手不足に悩む企業が多いなか、採用内定者に就職支度金を支給して人材を確
保する企業も少なくないと思われる。

例えば、転職に際し、転職先から支給される就職支度金は、本来、その転職に
伴って転居するための引越代などの費用を弁償する性格のものとされている。し
たがって、そのような性格を有する支度金であれば、その就職者に利益があった
とは考えられず、所得税法上も非課税とされる。

しかし、実際には、そのような実費弁償としての考え方ではなく、実際の金額を考
慮せずに概算払いや一律いくらといった契約金的な性格のものとして支払われる
ことが多いと思われる。このような性格の支度金は、一時に受け取るものではあ
るが、労務の対価としての性格もあるため、一時所得にはならず、また、雇用契
約を前提として支給されるものなので、所得税基本通達35－１により給与所得で
はなく雑所得として取り扱われる。
このような性格の支度金を支払う場合には、「契約金に係る源泉徴収税額」とし
て、１回に支払われる金額が100万円までは支払額の10.21％、100万円を超える
場合はその超える部分の金額については20.42％を支払者が支払いの都度、源
泉徴収する必要がある。
つまり、就職支度金の税務上の取扱いは、雇用前に支給されているので給与
所得ではなく、一時所得でもなく、雑所得になるわけだ。


